
平 成 ２ ０ 年 第  ○ ○  号  

 離 婚 給 付 等 契 約 公 正 証 書  

本 公 証 人 は 、 当 事 者 の 嘱 託 に よ り 、 標 記 の 契 約 に 関 す

る 陳 述 の 趣 旨 を 録 取 し 、 こ の 証 書 を 作 成 す る 。  

第 １ 条 （ 離 婚 の 合 意 等 ）  

 夫 ○ ○ ○ ○（ 以 下「 甲 」と い う 。）と 妻 ○ ○ ○ ○（ 以

下「 乙 」と い う 。）は 、本 日 両 者 間 の 未 成 年 の 長 男 ○ ○

（ 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 生 、以 下「 丙 」と い う 。）及 び 二 男

○ ○（ 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 生 、以 下「 丁 」と い う 。）の 親

権 者 を 乙 と 定 め 、 乙 に お い て 監 護 養 育 す る こ と と し て

協 議 離 婚 す る（ 以 下「 本 件 離 婚 」と い う 。）こ と 及 び そ

の 届 出 は 乙 に お い て 速 や か に こ れ を 行 う こ と を 合 意 し 、

か つ 本 件 離 婚 に 伴 う 給 付 等 に つ い て 次 の と お り 合 意 し

た 。  

第 ２ 条 （ 養 育 費 ）  

  甲 は 、 乙 に 対 し 、 丙 及 び 丁 の 養 育 費 と し て 、 平 成 ○

○ 年 ○ 月 か ら 丙 及 び 丁 が そ れ ぞ れ 満 ２ ０ 歳 に 達 す る 日

の 属 す る 月 ま で 、 各 人 に つ い て １ か 月 金 ３ 万 円 ず つ の

支 払 義 務 の あ る こ と を 認 め 、 こ れ を 、 毎 月 末 日 限 り 、

乙 の 指 定 す る 金 融 機 関 の 預 金 口 座 に 振 り 込 ん で 支 払 う 。



振 込 手 数 料 は 甲 の 負 担 と す る 。  

第 ３ 条 （ 面 接 交 渉 ）  

  乙 は 、 甲 が 丙 及 び 丁 と 面 接 交 渉 す る こ と を 認 め る 。

面 接 の 具 体 的 な 日 時 、 場 所 、 方 法 等 は 、 甲 と 乙 が 、 丙

及 び 丁 の 福 祉 に 十 分 配 慮 し な が ら 協 議 し て 定 め る も の

と す る 。  

第 ４ 条 （ 慰 謝 料 ）  

  甲 は 、 乙 に 対 し 、 本 件 離 婚 に よ る 慰 謝 料 と し て 、 金

○ ○ 万 円 の 支 払 義 務 の あ る こ と を 認 め 、 こ れ を 平 成 ○

○ 年 ○ 月 ○ 日 限 り 、 乙 の 指 定 す る 金 融 機 関 の 預 金 口 座

に 振 り 込 ん で 支 払 う 。 振 込 手 数 料 は 甲 の 負 担 と す る 。  

第 ５ 条 （ 財 産 分 与 ）  

  甲 は 、 乙 に 対 し 、 本 件 離 婚 に 伴 う 財 産 分 与 と し て 、

次 の 不 動 産 の 所 有 権 を 給 付 す る こ と と し 、 同 不 動 産 に

つ い て 、 上 記 財 産 分 与 を 登 記 原 因 と し て 乙 の た め に 所

有 権 移 転 登 記 手 続 を す る 。 登 記 手 続 費 用 は 乙 の 負 担 と

す る 。  

 （ 不 動 産 の 表 示 ）  

  １  土  地  

    所  在  ○ ○ 市 ○ ○ 一 丁 目  



    地  番  ２ 番 ３ 号  

    地  目  宅 地  

    地  積  ○ ○ ． ○ ○ 平 方 メ ー ト ル  

  ２  建  物  

    所  在  ○ ○ 市 ○ ○ 一 丁 目 ２ 番 ３ 号  

    家屋番号 ○ ○ 番 ３  

    種  類  居 宅  

    構  造  木 造 瓦 葺 ２ 階 建  

    床 面 積  １ 階  ○ ○ ． ○ ○ 平 方 メ ー ト ル  

         ２ 階   ○ ○ ． ○ ○ 平 方 メ ー ト ル  

第 ６ 条 （ 通 知 義 務 ）  

  甲 が 勤 務 先 又 は 住 所 を 変 更 し た と き は 、 甲 は 直 ち に

乙 に 通 知 す る 。 乙 が 預 金 口 座 又 は 住 所 を 変 更 し た と き

は 、 乙 は 直 ち に 甲 に 通 知 す る 。  

第 ７ 条 （ 清 算 条 項 ）  

  甲 及 び 乙 は 、 本 件 離 婚 に 関 し 、 以 上 を も っ て す べ て

解 決 し た も の と し 、 今 後 、 財 産 分 与 、 慰 謝 料 等 名 目 の

如 何 を 問 わ ず 、 互 い に 何 ら の 財 産 上 の 請 求 を し な い 。  

  ま た 甲 及 び 乙 は 、 本 公 正 証 書 に 定 め る ほ か 、 何 ら の

債 権 債 務 の な い こ と を 相 互 に 確 認 す る 。  



第 ８ 条 （ 強 制 執 行 認 諾 ）  

  甲 は 、 第 ２ 条 及 び 第 ４ 条 の 債 務 の 履 行 を 遅 滞 し た と

き は 、 直 ち に 強 制 執 行 に 服 す る 旨 陳 述 し た 。  


